
 
岩手労働局 花巻労働基準監督署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省では、「過労死等防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）」に基づい

て、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深め

るため、毎年 11 月に「過労死防止啓発月間」を実施し、以下の取組みを行います！ 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です Ⅰ 

花巻監督署    情報チャンネル 令和７年 11月号 

シリーズ   健康情報 ⑧『早口ことば』の巻  Ⅲ 

頭に浮かんでいるけど言葉に出てこなくて「ほら、あれだよ あれ」という経験はありませんか？ 

これは、年齢を重ねることによって脳の情報処理能力が低下することが原因と言われています。加齢に伴う脳機能の衰えは避けることは

できませんが、脳は何歳からでも鍛えることが可能で、その一つが脳トレで有名な「早口ことば」です。 

早口ことばと脳の活性化についての実験では、音読時よりも脳の「前頭前野（思考、判断、感情の制御、記憶の生成等に関する部位）」や

「側頭連合野（視覚、聴覚、言語の理解、記憶の保持等に関する部位）」がより活性していることがわかっています。 

早口ことばなんてただの子供の遊びと思ったら大間違い！その驚くべき効果は、①記憶力向上（記憶容量アップ）、②活舌改善、誤嚥防

止、③気分転換、④認知症予防、⑤表情筋を鍛え表情が豊かに、⑥コミュニケーション能力の向上 等々。 

良いことづくしの早口ことば 早速やってみましょう！（笑顔で楽しみながら！ ほかにも参考：医療生協やまがた YouTube） 

「なま麦 なま米 なま卵」 「東京特許許可局」 「かえるぴょこぴょこ 三ぴょこぴょこ あわせてぴょこぴょこ 六ぴょこぴょこ」 

「隣の客はよく柿食う客だ」 「スモモも桃も桃のうち スモモも桃ももう売れた」 「赤巻紙 青巻紙 黄巻紙」 

「坊主が 屏風に 上手に 坊主の 絵を描いた」 「この竹垣に竹立て掛けたのは 竹立て掛けたかったから 竹立て掛けた」 

「抜きにくい釘 ひき抜きにくい釘 釘抜で抜く釘」 「新春 シャンソンショー」 「老若男女」 

上手く言えましたか？ オリジナルの早口ことばを作ってみると楽しいですよ！ 

厚生労働省では、令和６年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を公表。労働基準関係法令

違が認められた事業場は 81.1%（前年 81.2％）、うち、違法な時間外労働は 42.4%（前年 44.5％）、賃金不払残業 8.0％（前年 7.0%）、

過重労働による健康障害防止措置未実施 21.5%（前年 22.4％）でした。違反率が高い業種は、商業（前年 23.2％）、製造業（前年

18.2％）、保健衛生業（社福を含む、前年 9.6％）が TOP３でした（表１参照）。 

指導事例や企業の取組事例は厚生労働省 HP「長時間労働が疑われる事業場に対する令和６年度の監督指導結果」をご覧ください。 

監督指導結果 Press Release Ⅱ 

（表１） 

長時間労働の削減、労働時間の適正な把握、割増賃金の適切な支払い等、労務管理を徹底しましょう！ 

図・表等に必要なリンクを付けていますので適宜クリックしてご覧ください。 

過労死等特設サイト 

過重労働解消キャンペーン 

 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問、重点監督、過重労働

解消相談ダイヤル、キャンペーン周知・啓発などに取り組みます。 

過重労働解消のためのセミナー 

過重労働防止に関連する基本ルールや裁判例の解説、企業の事例紹介など

「実務的に使える知識」を社会保険労務士などの専門家が無料で解説します。 

過労死等防止対策推進シンポジウム 

 有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にご登壇いただき、 

過労死等の現状や課題、過労死等の防止対策について考えます。 

シンポジウム参加申込はこちら（参加費無料）➡ 

労働条件相談「ほっとライン」 0120
フリーダイヤル

－811－610  月～金：17:00～22:00 土日祝：9:00～21：00 

過重労働解消相談ダイヤル  0120
フリーダイヤル

－794－713 11 月１日（土）全国一斉 無料相談 

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001527007.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64204.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64204.html
https://www.kaigo-antenna.jp/magazine/detail-53/
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2015/153071/201514006A/201514006A0020.pdf
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2015/153071/201514006A/201514006A0020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aqPzIF1RDGA
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001527007.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001527007.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001527007.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001527007.pdf
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_jikangai.html#sect3
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002411863.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/karoushizero/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
https://shuugyou-seminar.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/karoushizero/index.html
https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/
https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001527007.pdf
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労働基準法 よくある相談  ⑯『時間外労働の上限規制』 Ⅴ 

「教育訓練休暇給付金」が創設されました Ⅳ 

Q：時間外労働の上限規制で「月平均 80 時間以内」とか「年 720 時間」とかありますが、どういうこと？ 

A：改正労働基準法では、原則「月 45 時間以内」「年 360 時間以内」としています。また 特例 として、臨時的な特別な事情があって労使

が合意する場合（「特別条項協定」を締結した場合）でも、⓵時間外労働は年 720 時間、⓶休日労働を含み複数月平均 80 時間以内、    

⓷休日労働を含み単月 100 時間未満、⓸月 45 時間（１年単位の変形制の場合は月 42 時間）を超えることができるのは「年６回まで」、

としています。具体的には以下のとおりです。 

「教育訓練休暇給付金」は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、

就業規則等に基づき連続した 30 日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、

教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。 

支給要件や手続の流れ等の詳細は各種資料をご確認ください。 

ご不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署までお問合せください。 

例えば、上のようなケースでは、   時間外労働は年合計720 時間以内 ➡ OK、     複数月では、ピンクの部分が月平均80 時間を超えている ➡ ✖ 

９月と12 月は時間外＋休日労働の合計が「単月100 時間未満」となっていない ➡ ✖、   月45 時間を超えるのは年６回まで ➡ OK 

時間外労働＋休日労働の

時間数の合計（   ） が

2 か月平均～6 か月平均で

全て 80 時間以内に収まる

よう、労働時間管理・把握が

必要です。 

制度概要、動画など、厚生労働種 HP をご覧ください。 

「教育訓練休暇給付金」 

※ 建設業、医師、自動車運転者は別途規制があります。 

リーフレット 

【計算例】 

11 月の時間外労働 70ｈ＋休日

労働 20ｈ＝90ｈ、12 月の時間

外労働 80ｈ＋休日労働 20ｈ＝

100ｈ 

(90h+100h)÷２＝95ｈ 

 

⓷

○注 特例の①～④は、３６協定を締結しても超えられない上限です。「労働時間適正把握ガイドライン」を参照し労働時間管理を適切に行いま

しょう。また、「過重労働による健康障害防止対策」を忘れずにお願いします。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001140962.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001140962.pdf
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/point/overtime/
https://safe.menlosecurity.com/https:/www.mhlw.go.jp/content/001140962.pdf
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/point/overtime/
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/point/overtime/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001568786.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001140962.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001435323.pdf
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岩手県最低賃金が 1,031 円になります（令和７年 12 月 1 日から） Ⅵ 

賃金引上げに向けた各種支援をご利用ください Ⅶ 

花巻監督署からのお知らせ ➡ 「最低賃金のポイント」 もご参照ください。 

最低賃金に関する 

特設サイト 

最低賃金 特設サイト 検索 

 WEB で確認 

賃金引上げに向け

た支援策等を掲載 

賃金引上げ特設ページ 検索 

 WEB で確認 

業務改善助成金 

のご案内 

業務改善助成金  検索 

 WEB で確認 

政府では、地域経済の雇用を支える中小企業等が適切に価格転嫁を行い、適正な利益が得られるよう「パートナーシップによる価値創造

のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、環境整備を行っています。 

賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、企業の生産性を向上させ、それがさらなる賃上げを生むという「構造的な賃上げ」を実現するた

め、賃上げに踏み出す中小企業への支援策の強化などの取組を行っています。 

「花巻監督署からのお知らせ」では、この取組に関して管内事業者の皆様に特に知っていただきたい内容をご案内しています。 

花巻監督署からのお知らせ ➡ 「賃金引き上げに関する取組」 をご覧ください。 

厚生労働省では

特設サイト等を開

設していますのでご

利用ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/chinginhikiage.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/chinginhikiage.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002429243.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/roumukanri_saiteichingin.html
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chusyo/index.html
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chusyo/index.html
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chusyo/index.html
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chusyo/index.html
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chusyo/zenkoku.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_what.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002404820.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/partnership/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/partnership/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/chinginhikiage.html
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メール ➡ CC0002@pref.iwate.jp 

お問い合わせ ➡ pref.iwate.jp/cgi-bin/contacts/C15020401 

業務改善助成金（締切 11/30） Ⅸ

「中高年の活躍支援」特設サイト Ⅹ 精神障害に係る労災補償 Ⅺ

◆監督署からのお願い！ 

「心の健康づくり推進計画（情報チャンネル令和６年 10 月号参照）」を

策定し、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策に取り組みましょう！ 

（情報チャンネル 4月号、5月号、8月号、9月号  もご覧ください） 

岩手県中部保健所 「出前講座」 のご案内 Ⅷ

今のキャリアを見直したい 
ハローワークの支援 

働くための準備がしたい 
若者サポートステーション 

ひきこもり等から踏み出したい 
各種支援機関 

ご家族のみなさま(相談窓口) 

卒業生＆支援者の想い 事業主のみなさま(助成金等) 

支援お役立ちガイド 都道府県別支援活動のご紹介 

メディアタイアップ記事 資料ダウンロード・参考リンク集 

厚生労働省では、バブル崩壊後の 1990～2000 年代の雇用環境が

厳しい時期に就職活動を行った方々（就職氷河期世代）が 50 代半ば

に差し掛かっていることを踏まえ、中高年層の方にも間口を広げ、

これまでの「就職氷河期世代活躍支援」特設サイトを、「中高年の活

躍支援」特設サイトとしてリニューアルオープンしました。 

特設サイトでは、「経済面で将来に不安のある方」、「社会とのつな

がりに不安を抱える方」、「家計の状況や家族介護に不安を抱える

方」に向けて、お一人おひとりの不安や悩みに沿った支援施策や各

種相談窓口をお届けしています。 

【 「中高年の活躍支援」特設サイト  】 

厚生労働省では、令和６年度の過労死等の労災補償状況を公表し

ています。 

精神障害に係る労災請求件数が増加しています。 

業務上災害に係る精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移 

精神障害に係る支給決定事案の「出来事」では、①パワーハラス

メント(21％)（上司等から身体的攻撃・精神的攻撃を受けた）、②仕

事の量・質(20％)（仕事内容・量の大きな変化、月 80 時間以上の時

間外労働、２週間以上休日のない連続勤務等）、③対人関係(19％)

（職場内のイジメ、上司・同僚等とのトラブル、カスタマーハラス

メント等）、④セクシャルハラスメント(10％)、⑤事故や災害の体験

(13％)（業務による重度の病気・ケガ、悲惨な事故・災害の体験・

目撃）が目立っています。 

■お問い合わせは 業務改善助成金コールセンター 

0120-366-440(受付時間：平日 9:00～17:00) 

■助成金を利用するための支援・ご相談は 

岩手働き方改革推進支援センター  

0120-576-073（受付時間：平日 9:00～17:00） 

■申請先は 岩手労働局 雇用環境・均等室 

019-604-3010 

（盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 盛岡第 2 合同庁舎５Ｆ） 

mailto:CC0002@pref.iwate.jp
https://www.pref.iwate.jp/cgi-bin/contacts/C15020401
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002386409.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002386409.pdf
https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/
https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001962734.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/jyouhou_channel202504.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/jyouhou_channel202505.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/jyouhou_channel202508-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/jyouhou_channel202509.pdf
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